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１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ △
訂正・変

更
有

2 社外取締役 ○ △
訂正・変

更
有

3 社外取締役 ○ ○ 有

4 社外監査役 ○ ○
訂正・変

更
有

5 社外監査役 ○ ○ ○
訂正・変

更
有

6 社外監査役 ○ △
訂正・変

更
有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

安藤よし子氏は、行政官として長年にわたり活躍され、女性活躍推進をはじめとす
る労働行政における政策立案等に従事されました。同氏には、このような雇用・労
働の幅広い分野に関する高度な専門知識と豊富な経験に基づくガバナンス強化の役
割を果たすことを期待しております。同氏は社外取締役または社外監査役となるこ
と以外の方法で会社の経営に関与したことはないものの、同氏の深い知見と卓越し
た見識に加え、当社の社外取締役に就任以降の実績から、同氏が当社の社外取締役
として適任と判断したものであります。

上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立
性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられるこ
とから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、
同氏を独立役員として指定しております。

佐長功氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験および高い見識を有して
おります。また、同氏は2009年6月より当社の補欠監査役として選任されており
2014年4月には当社の社外監査役に就任されるなど、当社を含め上場会社の社外監
査役を務められた実績があります。同氏は社外監査役となること以外の方法で会社
の経営に関与したことはないものの、上記の理由に加え、当社の監査役に就任以降
の実績から、引き続き社外監査役の職務を適切に遂行いただけると判断したもので
あります。

なお、同氏がパートナー弁護士を務めている阿部・井窪・片山法律事務所と当社お
よび当社の事業会社（ＪＦＥスチール株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社
およびＪＦＥ商事株式会社）との間には、直近３年間（2020年度～2022年度）にお
いて取引はなく、上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立性
基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられること
から、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、同
氏を独立役員として指定しております。

番号 該当状況についての説明（※４）

山本正已氏が2017年6月まで業務執行者を務めていた富士通株式会社
と当社および当社の事業会社（ＪＦＥスチール株式会社、ＪＦＥエン
ジニアリング株式会社およびＪＦＥ商事株式会社）との間には、2022
年度において当社および富士通株式会社それぞれの年間連結売上高
（売上収益）の１％を超える取引はありません。
従いまして、同社は当社またはその事業会社を主要な取引先（｢4.補足
説明｣の※参照）とする者、および当社またはその事業会社の主要な取
引先である者に該当しません。
また、当社および当社の事業会社は、2023年3月末時点で、富士通株
式会社の株式を保有しておりません。

なお、当社は、社外取締役・社外監査役の独立性基準を｢4.補足説明｣の
通り定め、該当する場合は当社に対する独立性を有していないものと
判断しております。

山本正已氏は、ＩＣＴ分野におけるトータルソリューションビジネスをグローバル
に展開している富士通株式会社の経営者として長年活躍され、変化の激しいＩＣＴ
業界において従来型の事業構造やプロセスの変革に取り組まれました。同氏には、
このような企業経営における豊富な経験と幅広い見識に基づくガバナンス強化の役
割を果たすことを期待しております。同氏の深い知見と卓越した見識に加え、当社
の社外取締役に就任以降の実績から、同氏が当社の社外取締役として適任と判断し
たものであります。

上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立
性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられるこ
とから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、
同氏を独立役員として指定しております。

家守伸正氏が2016年6月まで業務執行者を務めていた住友金属鉱山株
式会社と当社および当社の事業会社（ＪＦＥスチール株式会社、ＪＦ
Ｅエンジニアリング株式会社およびＪＦＥ商事株式会社）との間に
は、2022年度において当社および住友金属鉱山株式会社それぞれの年
間連結売上高（売上収益）の１％を超える取引はありません。
従いまして、同社は当社またはその事業会社を主要な取引先（｢4.補足
説明｣の※参照）とする者、および当社またはその事業会社の主要な取
引先である者に該当しません。
また、当社および当社の事業会社は、2023年3月末時点で、住友金属
鉱山株式会社の株式を保有しておりません。

なお、当社は、社外取締役・社外監査役の独立性基準を｢4.補足説明｣の
通り定め、該当する場合は当社に対する独立性を有していないものと
判断しております。

家守伸正氏は、非鉄金属における資源開発、製錬、材料製造など幅広い事業を展開
している住友金属鉱山株式会社の経営者として長年活躍され、金属材料について深
い学識を有するとともに、同社の主力事業の一つであるニッケル製錬の海外でのプ
ラント建設や大型銅鉱山の開発プロジェクトを主導されました。同氏にはこのよう
な企業経営における幅広い経験と金属材料についての学識に基づくガバナンス強化
の役割を果たすことを期待しております。同氏の深い知見と卓越した見識に加え、
当社の社外取締役に就任以降の実績から、同氏が当社の社外取締役として適任と判
断したものであります。

上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立
性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられるこ
とから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、
同氏を独立役員として指定しております。

選任の理由（※５）

沼上　幹

島村　琢哉

異動内容
本人の
同意

山本　正已

家守　伸正

安藤　よし子

佐長　功

独立役員届出書の
提出理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため

番号 氏名
社外取締役／
社外監査役

独立役員
役員の属性（※２・３）

提出日 2023/5/25 異動（予定）日 2023/6/27

独 立 役 員 届 出 書

会社名 ＪＦＥホールディングス株式会社 コード 5411

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

ＪＦＥホールディングスは、社外取締役・社外監査役の独立性基準を以下のとおり定め、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社に対する十分な独立性を
有していないものとみなします。
① 当社およびその子会社の業務執行取締役、執行役または使用人（以下、｢業務執行者｣という）である者、または過去において業務執行者であった者。
② 当社の現在の大株主である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または 近３年
間において業務執行者であった者。
③ 当社またはその事業会社を主要な取引先とする者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である
者、または 近３年間において業務執行者であった者。
④ 当社またはその事業会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である
者、または 近３年間において業務執行者であった者。
⑤ 当社またはその事業会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者等。それらの者が法人である場
合、当該法人、その親会社、またはその重要な子会社の業務執行者である者、または 近3 年間において業務執行者であった者。
⑥ 当社またはその事業会社から、一定額（過去３年間平均にて年間1,000 万円または平均年間総費用の30％のいずれか大きい額）を超える寄付金を受領している
者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社またはその重要な子会社の業務執行者である者、または過去３年間において業務執行者であっ
た者。
⑦ 当社またはその事業会社から、役員報酬以外に多額の金銭その他財産（過去３年間平均にて年間1,000 万円以上の額）を得ているコンサルタント、公認会計士
等の会計専門家および弁護士等の法律専門家である者。それらの者が法人・組合等の団体である場合、その団体に所属する者。
⑧ 当社またはその事業会社の会計監査人または会計監査人の社員等である者、または 近３年間において当該社員等として当社またはその事業会社の監査業務に
従事した者。
⑨ 当社または事業会社から取締役を受け入れている会社、またはその親会社もしくはその子会社の取締役、監査役、執行役、執行役員である者。
⑩ 当社の主幹事証券会社の業務執行者である者。または 近３年間において業務執行者であった者。
⑪ 上記①から⑩のいずれかに該当している者の近親者（配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族）である者。
上記の各号のいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、見識等に照らし、当社の独立社外役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社
は、当該人物が当社の独立社外役員としてふさわしいと考える理由および独立社外役員としての要件を充足している旨を説明することによって、当該人物を当社
の独立社外役員候補とすることができる。
※｢事業会社｣：ＪＦＥスチール株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社、ＪＦＥ商事株式会社
※｢主要な取引先｣：直近事業年度の年間連結売上高の1％を超える場合をいう

島村琢哉氏が2021年3月まで業務執行者を務めていたＡＧＣ株式会社
と当社および当社の事業会社（ＪＦＥスチール株式会社、ＪＦＥエン
ジニアリング株式会社およびＪＦＥ商事株式会社）との間には、2022
年度において当社およびＡＧＣ株式会社それぞれの年間連結売上高
（売上収益）の１％を超える取引はありません。
従いまして、同社は当社またはその事業会社を主要な取引先（｢4.補足
説明｣の※参照）とする者、および当社またはその事業会社の主要な取
引先である者に該当しません。
また、当社および当社の事業会社は、2023年3月末時点で、ＡＧＣ株
式会社の株式を保有しておりません。

なお、当社は、社外取締役・社外監査役の独立性基準を｢4.補足説明｣の
通り定め、該当する場合は当社に対する独立性を有していないものと
判断しております。

島村琢哉氏は、ガラスをはじめ、電子、化学品、セラミックス等の多岐にわたる事
業をグローバルに展開するＡＧＣ株式会社の経営者として長年活躍され、組織文化
変革を通じた安定収益の確保と成長戦略の推進という両利きの経営に加え、サステ
ナビリティ経営にも積極的に取り組まれるなど、豊富な経験と幅広い見識を有して
おります。こうした同氏の深い知見と卓越した見識から、独立した立場で大所高所
からの観点をもって当社の監査機能の充実の役割を担うことができると考え、当社
の社外監査役として適任と判断したものであります。

上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立
性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられるこ
とから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、
同氏を独立役員として指定しております。

沼上幹氏が2023年3月まで教授を務めていた一橋大学および2023年4月
より教授を務めている早稲田大学と当社および当社の事業会社（ＪＦ
Ｅスチール株式会社、ＪＦＥエンジニアリング株式会社およびＪＦＥ
商事株式会社）との間には、2022年度において当社および一橋大学、
早稲田大学それぞれの年間連結売上高（売上収益）および収入の１％
を超える取引はありません。また、当社および当社の事業会社は、過
去３年間（2020年度～2022年度）のいずれも両大学への1,000万円以
上の寄付を行っておりません。

従いまして、一橋大学および早稲田大学は当社またはその事業会社を
主要な取引先（｢4.補足説明｣の※参照）とする者、当社またはその事業
会社の主要な取引先である者、一定額を超える寄付金を受領している
者に該当しません。
なお、当社は、社外取締役・社外監査役の独立性基準を｢4.補足説明｣の
通り定め、該当する場合は当社に対する独立性を有していないものと
判断しております。

沼上幹氏は、長年にわたり企業経営に関する研究に意欲的に取り組み、企業の経営
戦略や組織のあり方について深い学識を有するとともに、様々な産業分野に精通し
ております。また、一橋大学副学長として大学経営に関する経験も有しておりま
す。同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関
与したことはないものの、当社におきましては、こうした同氏の豊富な経験と高い
見識に加え、当社の社外監査役に就任以降の実績から、引き続き社外監査役の職務
を適切に遂行いただけると判断したものであります。

上記に加え、同氏は上場規程に定める独立性に関する基準および当社が定める独立
性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと考えられるこ
とから、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断し、
同氏を独立役員として指定しております。
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